
 

  
   

60   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

(  

 

  
   
   

 
 

 
 

(  

 
 

 

 

  
   

 
  
  

 

361  
  

    

 
  

  

   

 

27  

 

平成２８年１月２５日
自治推進委員会
総務課資料

1

平成２８年１月２５日（月）
第４期第７回日進市自治推進委員会　資料４

日進市行政手続条例、日進市情報公開条例
に関する補足資料



平成２８年１月２５日 
自治推進委員会 

総務課資料 
 

- 1 - 
 

【仮称】日進市行政不服審査法施行条例（案）等について 

■行政不服審査法の全部改正に伴い、条例等の整備をします。 

１ 理由 
 平成２６年６月１３日に全部改正された、『行政不服審査法』（平成２６年法律第６

８号。以下「改正法」という。）の施行に伴い、行政不服審査制度における不服申立て

類型の整理や公正性の向上等が図られています。 
 このことにより、不服申立て手続の「審査請求への一元化」や審理手続の公正性及

び透明性を高めるため「審理員制度の導入」、また裁決の客観性及び公正性を確保す

るため、審査庁の判断をチェックする第三者機関「行政不服審査会」を設置すること

や、審理手続における書類等の写しの交付手続が保障されることになりました。 
 これを受け、本市の条例等の整備を行うものです。 

 
２ 内容 
（１）（仮称）日進市行政不服審査法施行条例の制定 

 改正法で規定する、地方公共団体が条例で定める事項として次に掲げるものを規

定します。 

  ア）審理手続における書類等の写しの交付及び手数料に関する規定 

  イ）審査庁（行政）の判断の妥当性のチェックする第三者機関の設置に関する 

   規定 

   →☆第三者機関については、近隣自治体による広域での設置を検討してお 

     り、協議が整った場合には、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第 

     ２５２条の７に規定する「機関等の共同設置」による規約を制定しま   

     す。  

  ウ）改正法が規定する審理員の設置について条例で規定し、行政の処分に関与   

   しない者を外部から登用し、嘱託できる規定を設ける。 

  エ）その他関連条例における用語の整理等 

 

（２）日進市行政手続条例の一部改正 

  事後救済手続を定める行政不服審査法の改正に併せ、権利利益の保護の充実の

ための手続を整備するため、行政手続法が改正されました。 

 同法の改正規定の趣旨に則り、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図

るため必要な措置を講ずるため、日進市行政手続条例を一部改正します。 

 ・改正内容 

  ア）「処分等の求め」について規定する。（書面で具体的な事実を摘示して一定 

   の処分又は行政指導を求める制度） 
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  イ）「行政指導の中止等の求め」について規定する。（違法な行政指導の中止等 

   を求める制度） 

 

（３）日進市情報公開条例の一部改正 

  改正法の施行に伴う用語の整理のほか、国の行政機関等において適用されてい

る「行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）」と

整合性を取り行政の透明性を確保することにより公開性と説明責務を向上させる

ことを目的として規定を改める。 

  また、新しい行政不服審査制度においては、審理員制度を導入し、審理手続の公

正性の向上を図ることとしていますが、審理員を指名しなくとも審理の公正性が確

保される場合は、条例で定めることで、適用除外とすることを改正法において規定

されています。 

  現行の日進市情報公開審査会による審査体制において、外部委員により不服申立

ての公正かつ慎重な判断が行われていることから、条例に除外規定を設けることに

より現状の審査体制を維持した審理手続きを行うこととします。 

 

 

３ 条例等の施行期日 

  改正法の施行の日（平成２８年４月１日予定）。 
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